
- 1 - 

 

仙台市野村学校給食センター次期事業手法に係る調査検討業務等委託 

仕様書 

 

１ 業務名 

仙台市野村学校給食センター次期事業手法に係る調査検討業務等委託 

 

２ 目的 

仙台市野村学校給食センターは、ＰＦＩ事業（ＢＯＴ方式）として平成 20 年度に稼働を

開始し、令和 5 年 3 月 31 日に事業期間を満了する（以下「現事業」という。）。 

本業務は、本市が円滑に現事業を完了し、引き続き、安全で安心な給食を効率的かつ安定

的に提供するため、当該事業に係る建物、設備及び調理機器等（以下「建物等」という。）

の引渡しに向けた課題の整理並びに令和 5 年 4 月 1 日以降の事業（以下「次期事業」とい

う。）に関する調査、検討、評価及び次期事業における事業者の募集に向けた本市への支援

等を行うことを目的とする。 

 

３ 業務内容 

（１）前提条件の確認・整理 

現事業の内容及び仙台市野村学校給食センターの建物等の現状について把握、整理等を

行う。なお、現地状況の確認については、建物内外に仮設足場を設置しての確認は想定しな

い。また、本市では、令和 2 年度までに、本事業における建物等の修繕等の状況並びに引渡

しまでに行うべき修繕等について、一定の整理を行っている。 

① 現事業の内容確認及び現状等の整理 

② 建物等の状況確認 

 

（２）修繕等に係る検討・協議 

現事業及び次期事業における建物等の修繕等に係る整理内容をもとに、詳細な検討等を

行う。 

① 修繕必要箇所、内容、実施時期等の検討 

② 現事業における修繕について、現事業者との調整、協議 

 

（３）次期事業手法の検討 

想定される次期事業手法の事業スキームについて検討する。また、各事業手法における事

業期間を通して必要となる総事業費を算出する。 

① 想定される手法（ＰＦＩ、包括的民間委託、民間委託・直営等）の抽出、整理 

② 各事業手法における事業範囲、事業期間、リスク分担等の検討 

③ 次期事業者の募集方式、募集スケジュール等の検討 
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④ 各事業手法における総事業費の算出 

⑤ 従来方式で実施した場合の総事業費（ＰＳＣ）の算出 

 

（４）現事業の評価 

事業開始時に積算されたＶＦＭと現時点におけるＶＦＭの比較等を行うことにより、現

事業のコスト逓減効果について評価を行う。なお、現時点におけるＶＦＭの算出の際は、東

日本大震災の被災に係る影響やアレルギー調理室の拡張等を考慮し、適切に行うこと。 

① 現時点までの実績を反映させた現事業のＶＦＭの積算 

② ①と事業開始時に積算されたＶＦＭの比較等により、現事業のコスト逓減効果につ 

いて評価 

 

（５）市場調査の実施 

次期事業を受託する可能性のある業種の民間事業者にアンケートやヒアリングを実施す

る。 

 ① アンケート等による次期事業受託候補者の参入意欲等の確認 

 ② 調査結果を整理、分析の上、必要に応じて（３）への反映 

 

（６）総合評価 

 （３）～（５）を踏まえ、各事業手法の優位性、課題等を整理し、10 月までに総合評価

を行う。 

 

（７）募集準備の支援 

令和 4 年度に予定している次期事業における事業者の募集に必要となる資料（実施方針

（案）・要求水準書（案）等）の作成等、募集に向けた支援を行う。 

 

（８）その他支援 

① 法務、財務、建築その他の専門的見地から調査、検討、助言等を行い、必要な一部資

料及び書類の作成 

② 業務着手時、中間 3 回、業務最終納品時等の業務打合せの実施 

③ 調査検討結果を踏まえた今後の課題等について整理 

 

４ 委託期間 

契約締結日から令和４年３月末日まで 

 

５ 成果品 

報告書３部（Ａ４版、縦型、横書き、左綴じ、簡易製本）及び電子データ一式。 
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６ 関係法令の遵守 

受注者は、契約書に定めるもののほか、業務の実施に当たり、関係する法令、条例等を遵

守するとともに、発注者の指示に従わなければならない。 

 

７ 関係官公庁との協議等 

受注者は、関係する官公庁と協議を必要するとき及び本業務に関係する情報を入手した

ときは、速やかに発注者に報告しなければならない。 

 

８ 打合せ記録 

受注者は、発注者または関係する官公庁等各種打合せ及び協議等を行った場合には、その

内容を記録し、書面により発注者に提出しなければならない。 

 

９ 再委託 

受注者は、業務を再委託する場合においては、書面によりこれを行い、協力者との関係を

明確にするとともに、協力者に対する適切な指導、管理のもと業務を実施しなければならな

い。 

 

１０ 資料等の貸与及び返却 

（１）発注者は、業務の遂行に必要な資料等を受注者に貸与するものとする。 

（２）貸与時期及び貸与期間は、履行期間内において受注者が求める任意の時期及び期間と

する。 

（３）受注者は、貸与された資料を必要としなくなった場合は直ちにこれを発注者に返却し

なければならない。 

 

１１ 業務担当者 

受注者は、契約書第 2 条の 2 第 1 項に規定する業務担当者届を作成するに当たっては、

業務全般の管理を行う総括責任者のほか、建築、機械設備等分野ごとの責任者を選任し、記

載しなければならない。 

 

１２ 著作権等 

本業務を行うに当たり作成された資料等の著作権（著作権法第 21 条から第 28 条までに

規定する権利をいう。）は、発注者に帰属するものとする。但し、著作権に限らず、本件開

始以前から受注者に属していた、若しくは受注者が本業務を遂行中に取得した方法論やテ

クニカルなノウハウ等を含む知的財産に関わる権利は、受注者に帰属するものとする。 
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１３ その他 

（１）受注者は、本仕様書への記載の有無に関わらず、業務遂行に必要と認められるものに

ついては、発注者の指示に従い、誠実にこれを遂行しなければならない。 

（２）受注者は、業務の遂行に必要とされる場合以外は、関係企業との間で当該事業に関す

る情報提供や情報交換等を行ってはならない。 

（３）受注者が契約書第 6 条第 1 項の規定により業務の一部を第三者に委任し、又は請け

負わせた場合には、（２）は、当該第三者について準用する。 

（４）本業務の実施に当たって、発注者と事業者等との間に生じた紛争解決や、契約書の法

的解釈のために、弁護士の一定以上の関与が必要となる場合、当該業務は本委託に含まれ

ないものとする。 

（５）受注者及び受注者の関連会社（親会社及び子会社を含む。）は、次期事業における応

募資格を有しないものとする。 

（６）その他、この仕様書に定めのない事項は、発注者及び受注者双方の協議により決定す

るものとする。 


